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［点鐘］［ロータリーソング］それでこそロータリー 

［ゲスト紹介］馬麗娜様 

［お食事］米山ランチ 

     軽食のお食事にすることで差額を米山奨学会に 

     寄付しています。 

 

 

今週は梅雨も本格化し、今朝は長崎市付近で、120ミリ

以上と記録的短時間大雨情報が出ています。九州各地で、

時間雨量 100～150ミリという記録的な雨量になっていま

すし、今週は、まだまだ雨が降りそうです。皆様に被害が

ないことを願っています。 

さて、６月は、ロータリー親睦活動月間です。親睦活動

には、1．会員相互の親睦、2．来訪者接待、3．他クラブと

の交流・親睦、4．家族を交えた親睦会があります。フェロ

ーシップ委員会やなでしこ 2730委員会等は、この活動に関

連した委員会です。来週は年度末懇親会なので、会員相互

の親睦を深めましょう。 

 ところで、5月の地区協議会報告で、規定審議会の話

がでましたし、ロータリーの友 6月号 P16にもあり、ご存

じの方もおられると思います。本年 4月中旬に米国シカゴ

で開催された 2016年規定審議会の決定報告書が届きまし

た。 

規定審議会は、3年に 1度シカゴで開催され、世界の各

地区からの代表議員が、クラブや地区、理事会などから提

案された立法案（制定案、決議案）の審議と投票を行ない

ます。つまり、ロータリーの運営について、ロータリアン

が意見表明する場です。「制定案」はロータリーの組織規

定に変更を加えるもので、「決議案」は意見を表明したり、

RI理事会への提案を示すものです。RI理事会は、その審議

会で採択された決議案と、審議会から理事会に回された案

件を討議し、決定します。 

規定審議会の正式な決定報告書は、審議会後 2カ月以内

に各クラブに送られ、ウェブページにも掲載されます。ク

ラブは、これらの審議会決定に対して 2カ月以内に、反対

意思を書面で提出することができます。有効投票の少なく

とも 5パーセントが反対の意思表示をした場合、その審議

会決定は一時保留となり、事務総長が郵便投票を行います。

郵便投票で過半数の反対があった場合は、決定が無効とな

ります。それ以外の審議会決定は、審議会直後の 7月 1日

より発効となります。 

（2016年審議会の決定概要） 

2016年規定審議会では、例会スケジュールや会員身分に関

してより多くの裁量をクラブに委ねる立法案など、ロータ

リー史に残る多くの重要な決定が行われました。 

①まず一つ目は、クラブが月に少なくとも 2回以上の例会

を行う限り、いつ、どのくらいの頻度で例会を開くか、

あるいは例会をキャンセルするか、また何をもって例会

とするかについて、より多くの裁量をクラブに与えると

するものです。 

②二つ目は、RI定款から会員資格 6項目を削除し、「職業

上および（または）地域社会でよい評判を受けており、

地域社会および（または）世界において奉仕する意欲の

ある人」という簡潔な会員資格に変えるとし、会員身分

についての柔軟性をクラブに与える決定をしました。 

③3年にわたって 4ドルずつ人頭分担金を増額することに

なりました。この増額による収入は、ロータリーウェブ

サイトを含むオンラインツールの改良と、クラブにおけ

る会員増強を支えるプログラムやクラブと地区の報告を

簡素化するなどの業務提供のために使用されます。人頭

分担金は 2017-18年度に 60ドル、2018-19年度に 64ド

ル、2019-20年度に 68ドルに増額されます。それ以降の

年度の額については次回の規定審議会で討論されること

になりました。 

グレッグ E. ポッド RI副会長は、「現在の枠組みを越え

て、ロータリーの未来について考えなければならない」

と述べ、人頭分担金による収入が増加すれば、My ROTARY

を改良し、会員増強を支えるリソースをクラブに提供し、

クラブと地区の報告を簡素化し、ローターアクターもウ

ェブサイトを活用できるようになり、変化する世界の標

準に合わせてシステムを修正することが可能になると説

明しました。 

④毎年オンラインで開催する決議審議会の創設が承認され、

ここで RI理事会に提出する決議案の検討が行われます。

これにより、3年に 1度の規定審議会では、ロータリー

の組織規定に変更を加える制定案に集中して審議するこ

とが可能となります。3年任期で選出される代表議員は、

決議審議会に毎年出席し、最後の年に規定審議会に出席

します。この変更に伴い規定審議会を 1日短縮できれば

最大 30万ドルの費用削減につながると発表しました。 

⑤ローターアクターが同時にロータリークラブの正会員と

なることを認める制定案も採択されました。 

⑥従来型クラブと Eクラブに区別をなくす立法案が採択さ

れました。 

他にも、多くの決定がされていますので、インターネッ

トで、「国際ロータリー規定審議会 2016」で引いて、一度

ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 6 月 22 日 第 2803 回例会 

会長挨拶 

第 12 回定例理事役員会 

①5 月分試算表 承認。 

②中馬祐一会員(22 年 5 ヵ月)6/30 退会届提出。今までの感

謝の気持ちを表す。年度末懇親会にご夫婦で招待する。 

③韓国 RCへの連絡について 武井会長に一任。 

④事務局パソコンウィルス対策ソフト購入 承認 

http://echo4.bluehornet.com/ct/87870985:7ysjzoYNQ:m:1:2931222663:524F5E43ADFF3CA6A4237B8CD64BE432:r
https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/281471

